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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成23年5月26日(2011.5.26)

【公表番号】特表2008-520463(P2008-520463A)
【公表日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【年通号数】公開・登録公報2008-024
【出願番号】特願2007-541956(P2007-541956)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ   9/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  37/24     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ   9/00    　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ  31/06    　　　　
   Ｂ３２Ｂ   7/02    １０４　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年4月4日(2011.4.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）２つの仮の基板を用意すること、
ｂ）該仮の基板のそれぞれの上に透明無機物質層を施与すること、
ｃ１）該透明無機物質層上に透明担体を施与すること、または
ｃ２）該透明無機物質層上に重合化透明担体のための重合性前駆体を施与し、引き続いて
該重合性前駆体を重合して、透明担体にすること、および
ｄ）該仮の基板を除去すること
の一連の段階を含む、その両側が透明無機物質で少なくとも部分的に被覆されているとこ
ろの透明担体を含んでいる、可撓性の積層物質を調製する方法。
【請求項２】
　前記段階ａ）とｂ）との間で、少なくとも１つのさらなる層が、前記仮の基板の少なく
とも一方上へと施与される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記段階ｂ）とｃ１）との間で、少なくとも１つの接着層が、前記仮の基板の少なくと
も一方の前記透明無機物質層上へと施与される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記透明無機物質が結晶質酸化物である、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記透明酸化物層の少なくとも一方が電気伝導性である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記透明酸化物層がフルオロ添加酸化スズである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも４００℃の温度における化学蒸着によって前記段階ｂ）が実施されて、シー
ト抵抗４０オーム／平方未満を与える前記透明酸化物層の電気伝導性が得られ、一方同時
に、光波長３９０ｎｍ～６５０ｎｍの間の透過率の減少が透明担体箔の透過率の１５％未
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満である、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記透明無機物質層の電気伝導性が、１８０～２２０ｎｍの範囲にある微結晶平均サイ
ズおよびシート抵抗１０オーム／平方未満を有する透明導電性酸化物層を与えることによ
って得られる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記透明無機物質層の少なくとも一方が、パターニングされた構造を有する、請求項１
～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記透明担体層および前記透明無機物質層が、ラミネーションによって一緒にされる、
請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記段階ｃ１）またはｃ２）が１段階手順で実施される、請求項１～１０のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１２】
　その両側が透明無機物質で少なくとも部分的に被覆されているところの透明担体を含ん
でいる、可撓性の透明積層物質であって、該積層物質が、該透明担体層と該透明無機物質
層の少なくとも一方との間に接着層を含んでおり、ここで該透明無機物質層の少なくとも
一方の表面が平滑な表面を有し、その特性粗さが、１０μｍ×１０μｍの面積において原
子間力顕微鏡法によって測定された１５ｎｍ　ｒｍｓ（２乗平均平方根）未満である積層
物質。
【請求項１３】
　前記透明無機物質の表面の少なくとも一方上に、さらなる層を含有する、請求項１２に
記載の積層物質。
【請求項１４】
　その両側が透明無機酸化物物質で少なくとも部分的に被覆されているところの透明担体
を含んでいる、可撓性の透明積層物質であって、該積層物質が、該透明担体層と該透明無
機物質層との間に接着層を含んでおり、かつ該積層物質が、平方当たり１０オーム未満の
シート抵抗および少なくとも７０％の光透過率を有する積層物質。
【請求項１５】
　少なくとも８０％の光透過率を有する、請求項１４に記載の積層物質。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　透明積層物質の実際の組成に応じて、さらなる加工段階が実施されてもよい。たとえば
、単純マトリクスまたはアクティブマトリクス方式情報表示用途に使用されることになる
透明積層物質が、透明担体上の２の透明酸化物層（少なくともその一方は導電性酸化物で
ある。）からなるならば、該導電性酸化物層をパターニングすることが望まれるかも知れ
ない。擦傷から保護するためにまたはバリア層の役目をするために、他方の透明酸化物層
はそのまま残されてもよいが、除去されてもよい。その場合、パターニングの間、透明積
層物質に機械的安定性を与えるのに、その存在は役立つ。この発明の透明積層物質は、そ
の本質的な圧縮された状態の故に、従来技術で調製された積層物質におけるようにひずみ
レベル２％においては、たとえば電気的特性の破局的破壊を示さず、異なった前面および
背面を要求する種々のタイプのディスプレイ用途に使用されることができる。ＴＦＴ－Ｌ
ＣＤについては、背面は、アドレス可能ＴＦＴ（薄膜トランジスタ、画素当たり１個）付
きのパターニングされた透明導電性酸化物（ＴＣＯ）であることができ、一方、前面は、
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透明担体（グラウンド層）上の、一体化されたカラーフィルター付きのＴＣＯ膜からなる
ことができる。該積層物質の光学的透明性と優れた電導性との組み合わせは、それを、通
常、高電圧（１００～４００Ｖ）および好ましくは低抵抗率動作条件を要求する大画面ス
クリーンおよび電界発光（エレクトロルミネセント）積層物のための基板に好適なものに
する。好ましくは、透明無機物質層の電気伝導性が、（走査型電子顕微鏡法および原子間
力顕微鏡法によって測定された）１８０～２２０ｎｍの範囲にある微結晶平均サイズおよ
びシート抵抗１０オーム／平方未満を有する透明導電性酸化物層を与えることによって得
られる。
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